
群馬県特別栽培農産物（ﾆﾗ）
　　化学合成農薬使用基準

使用農薬成分名 使用農薬名 用  途 　　　　備　　　　　　　考
ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ 高濃度ピクリン
ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ バスアミド微粒剤
ﾌﾞﾀﾐﾎｽ クレマートＵ粒剤
ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ ゴーゴーサン乳剤３０
ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ アグロスリン乳剤
ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞﾞ モスピラン水和剤
ﾌﾞﾛﾁｵﾌｽ トクチホン細粒剤Ｆ
イミダクロプリド アドマイヤー１粒剤
ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ アミスター２０フロアブル 種子にチウラム剤が使用の場合は
ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ バリダシン液剤５ １剤カウントになります。
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ セイビアーフロアブル２０
ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ ストロビーフロアブル
フルアジナム フロンサイド粉剤
ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ トップジンＭ水和剤

　　　　　　　　　　　　　 　
　　病害虫の発生状況により合計で１１剤まで使用可能です。
　　農薬の散布にあたっては、農薬適正使用基準により散布。

　　尚、上記農薬は病害虫の発生状況により必ずしも使用しているものではありません。

殺菌剤

土壌消毒

除草

殺虫剤


